
子会社管理
（ECG: Entity Compliance and
Governance）

EY弁護士法人



2

ガイドの値

9.00

8.85

7.65

6.40

6.95

8.25

EY Law Co. All Rights Reserved.

子会社管理（ECG: Entity Compliance and Governance）
子会社管理（ECG: Entity Compliance and Governance）

コンサルティング

特別な目的をもって実施される調査等
の支援

• M&A後の子会社の現状把握

• 子会社のガバナンス体制とリスクの
評価

• 全社的なガバナンス体制の分析、課
題の洗い出しおよび目標設定

効率的・効果的に国内・海外の子会社の
管理と法令遵守を支援

• 定期的または定型的な手続等の履行支援

• 登記・当局への届出・報告の提出支援

• 各子会社に対する内部調査

• グループ会社情報データベースの作成・アップデート

権限委譲

株式の
発行・譲渡

子会社の
簡素化

余剰な子会
社の解散

ガバナンス
体制の評価

グループ
資本関係図の
作成・更新

M&Aの
サポート

取締役会・
株主総会の
議事録 役員の

変更

当局への年次
届出・報告、
許認可の更新

年次コンプライア
ンス項目の予定

管理

法定決算書の
承認・届出・公告

会社データ
の管理

子会社の
一貫管理

定型的な機関業務

• 臨時の決議・登記（役員変更、商号や住
所の変更等）

• 組織再編時の情報整理および株式の発
行・譲渡等

• 子会社の設立・解散等

定期的な機関業務

• 取締役会・株主総会の決議

• 役員選任等の登記申請

• 当局への届出・報告

• 許認可の更新

• グループ会社のデータベースおよび
資本関係図の作成・更新

• 「現法まかせ」にせず、全社統一の枠組み
をもつことによる透明化・効率化・リスク削減

• 本部による費用対効果の把握
• 中長期的なコスト削減

• 内部人材をルーティーン業務から解放する
ことによる人材の有効活用

• 経営陣または当局からの情報請求への迅
速な対応
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